
令和６年 第２回占冠村農業委員会総会議事録 

 

  

開催日時  令和６年３月１９日（火）         開会 午後１時２５分 

                           閉会 午後２時１０分 

                          

 

開催場所  占冠村総合センター ２階 相談室 

 

 

出席委員  会長 熊 崎 一 弘 ２番 安 田 大 吾 ３番 伊 藤 清 志 

４番 鈴 木 雅 士 ５番 下 川 園 子 

 

欠席委員  １番 江 頭 謙一郎 ６番 黒 井 光 絵 

 

事 務 局  事務局長 鈴 木 智 宏 主幹 杉 岡 裕 二  

      事務局員 菊 池 悠 佑 

 

議事日程  日程第 １ 会議録署名委員の指名について 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 諸般の報告について 

日程第 ４ 報告第１号 農地法第 18条第６項による通知について 

日程第 ５ 議案第１号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第 ６ 議案第２号 農業振興地域整備計画の農用地除外に係る意見に

ついて 
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令和６年 第２回占冠村農業委員会総会議事録 

 

議 長   ただ今の出席委員は４人です。 

      定足数に達しておりますので、これより令和６年第２回占冠村農業委員会総会

を開会します。 

      日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。今総会の会議録署名委員は、会

議規則第１３条の規定により議長において、３番 伊藤清志君、４番 鈴木雅士

君、以上２名の諸君を指名します。 

      日程第２ 会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本総会の会期は本

日１日間としたいと思います。これにご意義ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

議 長   異議なしと認めます。したがって会期は本日１日間と決定しました。 

      日程第３ これから諸般の報告を行います。 

事務局  （読み上げて報告） 

議 長   ただ今の報告について、質問等ございませんか。 

委 員  （質疑なし） 

議 長   質疑なしとし、次の議事へ移ります。 

      日程第４ 報告第１号 農地法第 18条第６項による通知についての件を議題

とします。事務局より説明いたします。 

事務局  （読み上げて報告） 

議 長   これから質疑を行います。質疑等ございませんか。 

委 員  （質疑なし） 

議 長   質疑なしとし、次の議題に移ります。 

      日程第５ 議案第１号 農用地利用集積計画の決定についての件を議題としま

す。始めに受付番号１について事務局より説明いたします。 

事務局  （読み上げて説明） 

議 長   これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

委 員  （質疑なし） 

議 長   これから議案第１号 受付番号１を挙手による採決を行います。本件に賛成の

方は、挙手をお願いします。 

委 員  （賛成多数） 

議 長   賛成多数です。議案第１号 受付番号１は原案のとおり決定されました。続い

て、議案第１号 受付番号２について事務局より説明いたします。 

事務局  （読み上げて説明） 

議 長   これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

委 員  （質疑なし） 

議 長   れから議案第１号 受付番号２の件を挙手による採決を行います。本件に賛成
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の方は、挙手をお願いします。 

委 員  （賛成多数） 

議 長  賛成多数です。議案第１号 受付番号２は原案のとおり決定されました。次の議

事に移ります。日程第６ 議案第２号 農業振興地域整備計画の農用地除外に係

る意見についての件を議題とします。事務局より説明いたします。 

事務局  （読み上げて説明） 

議 長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

委 員  （質疑なし） 

議 長  これから議案第２号についての件を挙手による採決を行います。本件に賛成の方

は、挙手をお願いします。 

委 員  （賛成多数） 

議 長  賛成多数です。議案第２号は原案のとおり決定されました。 

     以上をもって本総会に付議された案件については全て終了いたしました。 

     これにて、令和６年第１回占冠村農業委員会総会を終了します。 

 

 

  

上記は会議の顛末を記載して相違ない証として署名する。 

 

令和 ６年 ３月１９日 

 

議  長 熊 崎 一 弘 

 

３  番 伊 藤 清 志 

 

４  番 鈴 木 雅 士 


